
県立高等学校の課程及び学科に関する規則の一部改正について

１ 改正理由

県立都農高等学校の閉校に伴い、所要の改正を行う。

２ 改正内容

県立高等学校の課程及び学科に関する規則の「１ 全日制の課程」の表

中、校名「都農高等学校」及び学科「総合」を削除する。

３ 施行期日

令和３年４月１日

　　議題第３７号
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県
立
高
等
学
校
の
課
程
及
び
学
科
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
３
年
３
月

日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
高
等
学
校
の
課
程
及
び
学
科
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
高
等
学
校
の
課
程
及
び
学
科
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
3
9
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

県
立
高
等
学
校
の
課
程
及
び
学
科
に
関
し
て
は
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
次

県
立
高
等
学
校
の
課
程
及
び
学
科
に
関
し
て
は
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

の
よ
う
に
定
め
る
。

１
全
日
制
の
課
程

１
全
日
制
の
課
程

校
名

学
科

校
名

学
科

［
略
］

［
略
］

高
城
高
等
学
校

［
略
］

高
城
高
等
学
校

［
略
］

都
農
高
等
学
校

総
合

［
略
］

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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